
いちき串木野

特集 
❶ ありがとう 私たちの中学校～生冠中・羽島中・串木野西中閉校～ 
❷ 子育てにもっと安心とわくわくを。令和8年度市の主要施策



ありがとう 私たちの中学校
～生冠中学校・羽島中学校・串木野西中学校閉校～

各校の歴史＆閉校式の思い出 Photo

昭和22年開校　生冠中学校

　３月 8日に生冠中学校と羽島中学校、22日に串木野西中学校がそれぞれの歩み
に幕を下ろし、閉校式が執り行われました。
　在校生や卒業生、地域の方々が参列した式では、これまでの長年の思い出に涙
を流す姿や、仲間とともに笑い合う様子などが見られ、それぞれが思い思いに別
れの時間を過ごしていました。
　地域に根ざし、世代を超えて愛されてきた３つの中学校は、生徒や教職員はも
ちろん、地域にとってもかけがえのない存在です。今回はそれぞれの学校が紡い
できた歴史を閉校式の思い出とともにお届けします。
　こうした思いを胸に、4月からは新串木野中学校で、生徒たちが仲間とともに
新しい一歩を踏み出し、また新たな思い出を紡いでいきます。

　昭和 22 年、串木野町立第三中学校として創立
し、昭和 24 年に生福と冠岳の地名に由来して「生
冠中学校」と改称されました。昭和28年には校歌、
昭和 35 年には校章・校旗も制定され、学校の象
徴として長く受け継がれてきました。
　部活動も盛んで、バレーボールや陸上競技など
は県大会や九州大会、全国大会に出場する活躍も
見られました。近年は ICT 環境の整備や地域と
連携した学びにも取り組み、時代に応じた教育を
通して、生徒の健やかな成長を育んできました。
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昭和45年開校　串木野西中学校

　昭和 22 年に串木野町立第二中学校として創立
された羽島中学校。昭和 40 年の台風 15 号によ
る被害や昭和 41 年の羽島大火（火災）といった
困難にも直面しながら、それらを乗り越え、学校
の歴史を積み重ねてきました。
　部活動では相撲競技で全国大会３位といった輝
かしい実績を残しています。平成以降は ICT 教
育を積極的に推進し、Google 事例校として認定
されるなど先進的な取り組みを展開。地域とのつ
ながりを大切にしながら、生徒の成長を支え続け
てきました。

　昭和 45 年、串木野中学校の一部を分離し、旭
中学校と荒川中学校を統合して串木野西中学校が
開校しました。
　部活動では女子バレーボールや陸上、女子駅伝、
柔道、剣道が、団体・個人で全国大会へ出場する
など活躍をみせました。また、生徒会活動も盛ん
で、先手あいさつから始まり、3S（Stop, Smile, 
Sente）あいさつへと発展し、学校から地域へと
あいさつの輪を広めるなど、長年にわたり地域と
ともに歩み、多くの卒業生を送り出してきました。

昭和22年開校　羽島中学校
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 仕事の間、子どもを預けたい　　　	 子どもみらい課　保育係　☎ 33-5635
保育施設の利用
保育園・認定こども園（保育部分）等の利用を開始したい方は、事前に申請が必要です。
全年齢の児童の保育料は無償です。また、延長保育事業や一時預かり事業もあります。

 子どもを見てもらいたい。見てあげたい　　　	 ファミリー・サポート・センター　☎ 24-5151
　  ファミリー・サポート・センター

子どもの預かり、送迎など、育児の援助を受けたい方（依頼会員）が援助をしたい方（提供会員）へ
依頼して、地域の中で助け合いながら子育てをする活動を実施しています。利用するためには講習会
の受講が必要です。仲介はアドバイザーが行います。また、利用料金は次のとおりのほか、提供会員
へは市の上乗せ補助があります。
利用料金：月曜日～金曜日の７：00～ 19：00	 30分ごとに300円（提供会員へ市補助250円）
　　　　　平日の上記以外の時間、土日祝日・年末年始	 30分ごとに350円（提供会員へ市補助300円）

 　  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）	 子どもみらい課　保育係　☎ 33-5635
保護者の就労の有無にかかわらず、保育園などを利用できる制度が始まります。　
⃝対　　象　市内に住む生後６ヶ月～満３歳未満の未就園児
⃝利用時間　月最大 10時間（利用は１時間単位）
⃝利　用　料　�１時間 300 円	

（その他、おやつ代などが必要となる場合があります）
　　　　　　※世帯状況により利用料の減免制度があります。
⃝実施施設　社会福祉法人　羽島福祉会　羽島保育園　☎ 35-0045
※利用方法は右の二次元コード（つうえんポータル）からご確認ください。

 妊娠・出産・子育てへの支援	 子どもみらい課　子育て健康係（健康増進センター内）　☎ 24-8310
不妊治療費等助成事業
�不妊治療等に要した治療や検査費用の一部（県先進医療不妊治療費助成事業、その他高額療養費・付
加給付を控除した額の２分の１）を助成します。

妊婦のための支援給付金事業
妊婦さんの産前産後期間の妊娠による心身及び経済的負担軽減を目的に「妊婦のための支援給付金」
を支給します。
対象となる妊婦さんに、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じて申請の方法をご案内します。
・妊娠の認定後５万円　・妊娠している子どもの人数に応じて５万円

　  ５歳児健康診査
　　�５歳児を対象に成長発達や生活リズム、食習慣、運動習慣を確認し、内科医、歯科医による診察を行

います。また、発達や育児に関する個別相談やフッ化物塗布（希望者）も実施します。
　　健康診査の１ヶ月前までに母子保健推進員がご自宅に受診票をお届けします。

　  妊婦情報事前登録制度（出産応援 119）
�妊婦が安心して出産を迎えることができるよう、事前に出産に係る情報を登録することで、緊急時に
かかりつけ医師等の指示のもと、救急車で医療機関に適切に搬送するための制度です。
⃝利用条件　・激しい腹痛、大量の出血、異常分娩など緊急を要する場合
　　　　　　・�腹痛等の体調変化が起きた際、家族が不在のため自力で医療機関に行くことができな

い場合

拡

新

助成対象 １年度上限 期間
人工受精、タイミング療法、排卵誘発法、不育症、男性不妊治療 10万円 ２年間
体外受精、顕微授精、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 30万円 ５年間

拡

新

安心して子どもを育てられるまちへ
～妊娠・出産・子育て等の支援事業～
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産後ケア事業
�医療機関や助産施設等で、産後１年未満の母子に対して、育児相談や適切な授乳ケア・心身のケアを
実施します。予約や申請の方法についてはお問い合わせください。
・宿泊型　……施設に宿泊してサービスを受けられます。
・日帰り型……施設に通って日帰りでサービスを受けられます。
・訪問型　……自宅に助産師が訪問して育児手技や授乳方法等のサービスを実施します。

　  妊婦のための出産応援ぷらす事業
�子どもを望む夫婦や妊婦が安心・安全に妊娠を継続して出産に臨み、母子ともに産後も健やかに過ご
せるよう、不妊治療・妊婦健診・分娩に関する施設までの交通費を支援します。
【助成対象】
①�医学上の理由で、周産期母子医療センターで妊婦健診及び分娩する必要がある妊婦が移動に要した
交通費

②①以外の妊婦で分娩時の移動に要した交通費
③概ね 60分の移動時間を要する施設での不妊治療（生殖補助医療）に係る交通費
※回数や条件など詳細についてはお問い合わせください。

 その他
　  保育士等就業支援事業	 子どもみらい課　保育係　☎ 33-5635
　　�保育士等を確保することにより、保育の質の向上を図るとともに、多様化する保育ニーズへ対応する

ため、市内の私立認可保育所、認定こども園に保育士等として新たに就職した方及び継続勤務してい
る方に対して補助を行います。

子ども医療費給付事業	 子どもみらい課　子育て支援係　☎ 33-5618
�本市子ども医療費は、満 18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの子どもを対象に、県内医療機
関等においては窓口無償化となっています。
�また、これまで子ども医療費の対象外であったひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者医療費の対
象であった方も、子ども医療費の対象となります。なお、複数の助成資格がある場合、いずれか 1つ
の受給資格証を選択し、適用します。
（例）子どもが障害手帳を所持する場合、「子ども医療」か「重度心身障害者医療」のどちらかを選択

子どもの居場所づくり推進事業	 子どもみらい課　子育て支援係　☎ 33-5618

新

拡

区分 常勤保育士 非常勤保育士
新たに就職した場合 20万円 10万円

市外から転入した場合（転入者加算） 10万円 10万円
１年を経過し、引き続き１年以上勤務する場合 10万円 ５万円

3・5・7年継続勤務者 10万円 ５万円
10・15・20・25・30 年継続勤務者 ５万円 ２万５千円

子どもを取り巻く環境が多様化する中、子どもを対象に、放課後等に気軽に立ち寄り、安心して過ご
せる場の提供や食事の提供を行う団体等に対して補助を行います。
（１）�新規開設事業及び機能強化事業　	

補助金額：１か所につき 30万円（上限）
①子どもの居場所を新たに開設する場合
②�既存の子どもの居場所において、食事
の提供、学習支援、レクリエーション
等の機能を強化する場合

（２）�子どもの居場所づくり応援事業
食事の提供、学習支援及びレクリエーション等に
必要な経費を補助（補助金額は下の表のとおり）。

１月あたりの開催数 補助金額（上限）
１回 １万円
２回 １万５千円
３回 ３万円

４回以上 ４万円

イクボス企業応援助成金
�イクボス宣言を行っている市内事業者に、男性従業員の
育児休業の取得期間の実績に応じて助成を行います。

育児休業取得期間 助成金額
5日以上 1月未満 10万円
1月以上 3月未満 15万円
3月以上 6月未満 20万円

6月以上 25万円
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民生費
53.52億

総務費
41.75億

衛生費
24.88億

公債費
18.56億

教育費
14.52億

土木費
15.61億

消防費 5.96億
農林水産業費 5.24億

商工費 4.38億
その他 2.62億

令和８年度　いちき串木野市の予算額
　一般会計とは、福祉、医療、教育、土木など基本的な行政サービスを提供するための会計です。令和８年度の
一般会計当初予算額は、187 億 400 万円で前年比 1億 7,900 万円（0.9％）の減額となりました。人口減少対
策として３つの無償化や定住促進補助金などに総額約３億 6,700 万円を計上したほか、長崎鼻公園整備事業に
約３億 4,600 万円を計上しています。

※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計額や割合が一致しない場合があります。

特定の事業について、収支を明確にするために一般会計から独立させた会計です。

利用者の皆さんの支払う料金収入で事業を行う地方公営企業の会計です。

■歳入 ■性質別歳出　（経費の経済的性質に着目）

一般会計 187 億 400 万円 前年度比 １億 7,900 万円（0.9％）減 ⬇

特別会計 77 億 9,646 万円 前年度比 8,058 万円（1.0％）増 ⬆

企業会計 22 億 2,252 万円 前年度比 1 億 543 万円（4.5％）減 ⬇

総額
187.04
億円

市税
30.22億円
（16.2%）

寄付金
20.01億円
（10.7%）

寄付金
20.01億円
（10.7%）

繰入金
18.48億円
（9.9%）

繰入金
18.48億円
（9.9%）

その他
5.30億円（2.8%）

地方交付税
52.50億円（28.1%）
地方交付税

52.50億円（28.1%）

依存財源
113.04億円（60.4%）

自主財源
74.00億円
（39.6%）

譲与税等
10.23億円（5.5%）

譲与税等
10.23億円（5.5%）

国県支出金
40.83億円
（21.8%）

国県支出金
40.83億円
（21.8%）

市債
9.47億円（5.1%）

公債費
20.35億（11.7%)

人件費
33.37億円（17.8%）

人件費
33.37億円（17.8%）

扶助費
41.49億円（22.2%）

扶助費
41.49億円（22.2%）

公債費
18.56億円
（9.9%）

公債費
18.56億円
（9.9%）

普通建設
事業費
15.19億円
（8.1%）

普通建設
事業費
15.19億円
（8.1%）

投資的経費
15.87億円（8.5%）
投資的経費

15.87億円（8.5%）

災害復旧費
0.68億円（0.4%）
災害復旧費

0.68億円（0.4%）

物件費等
37.33億円（20.0%）

物件費等
37.33億円（20.0%）

補助費等
18.57億円（9.9%）

補助費等
18.57億円（9.9%）

予備費 0.10億円（0.1%）予備費 0.10億円（0.1%）

出資・貸付・
積立・繰出金
21.75億円
（11.6%）

義務的
経費
93.42億円
（49.9%）

義務的
経費
93.42億円
（49.9%）

その他
77.75億円
（41.6%）

その他
77.75億円
（41.6%）

総額
187.04
億円

■目的別歳出（経費の行政目的に着目）

特別会計一覧 令和８年度当初予算 令和７年度当初予算 対前年比
増減額 増減率

国民健康保険特別会計 33億 4,634 万円 34億 6,971 万円 △ 1億 2,337 万円 △ 3.6％
介 護 保 険 特 別 会 計 37億 4,638 万円 36億 5,780 万円 8,858 万円 2.4％
後期高齢者医療特別会計 7億 374 万円 5億 8,837 万円 1億 1,537 万円 19.6％

企業会計一覧 令和 8年度当初予算 令和 7年度当初予算 対前年比
増減額 増減率

水 道 事 業 会 計 12億 5,034 万円 12億 3,039 万円 1,996 万円 1.6％
下 水 道 事 業 会 計 9億 7,218 万円 10億 9,756 万円 △ 1億 2,538 万円 △ 11.4％
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〔広告〕

AFTERAFTER

BEFOREBEFORE

マイペースでのお話し会の様子

リニューアル後の利用者の声 
高校1年生　池田さん・村田さん
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―100年フードにつけ揚げが認定
されたことに関して
中屋市長（以下 :市長）:串木野の
つけ揚げは県内でもトップブラン
ドだという自負があります。実際
にイベントでも、「串木野のつけ揚
げ」を求める方が多いです。その
つけ揚げが文化庁から評価された
というのは大変喜ばしいことです。

勘塲組合長（以下 :組合長）:まず
はつけ揚げを地域ブランドとして
確立してくれた先人への感謝が一
番に浮かびました。自分たちにとっ
ては当たり前だったものに、こう
して光を当てていただき、改めて
価値に気づかされた気がします。

一串木野のつけ揚げの特徴と魅力
市長：豆腐が入っているからふ
わっとしていて、さらに地酒の甘
みもあって食べやすいですね。ご
飯のおかずや、おやつとしてもい
けるかなと。あとは、芋焼酎との
相性もいい ! “甘いものに辛いも
ので、うまくできているなと思い
ます。

組合長：魚のすり身だけで作った
つけ揚げが多いなか、豆腐を入れ
るという県内でも独特の製法が一
番の特徴ですね。あとは甘さを特
徴としているのも本市のつけ揚げ
ならではです。ただ時代によって
甘さは少しずつ変化してきて、50
年前のつけ揚げは今よりもさらに
甘かったそうです。昔は “甘いも
の＝ごちそう・おもてなし”とされ、
貴重で元気が出るものということ
で甘い味付けになっていましたが、
今は健康志向もあって控えめにな
りましたね。ただ、それでも甘い
と言われますが…（笑）

―生産現場の現状と課題
組合長：人口減少に伴って消費は
低迷し、原料や光熱費の高騰もあ
り、生産量は徐々に減ってきてい
るという状況です。値上げをした
い気持ちもありますが、皆さんが
手に取りやすい価格でありたいの
で、すぐには難しいところですね。
また、昔は地元の魚で作るのが当
たり前でしたが、今はなかなか魚
が獲れない状況もあります。

―今後の展望と新たな可能性
市長：これまで築いてきたブラン
ドに加えて、これからは “100 年
フード” という後押しもあります
ので、どう生かしていくか、一緒
に知恵を出し合いたいと思います。
元々家庭料理であり、保存食でも
あったと聞きますが、そうした先
人の知恵が今につながっているの
だと思います。その価値を大切に
しながら、新しい時代のつけ揚げ
を作っていきたいですね。
組合長：今回の認定をきっかけに、
市民の皆さんに改めてつけ揚げに
注目していただくことで、いろん
なご意見をいただけるという期待
があります。若い世代に親しんで
もらえるよう、各社が試行錯誤し
ながら新商品の開発にも取り組ん
でいますが、今後もその動きが活
発化していけばいいなと思いま
す。

中屋市長×串木野蒲鉾組合 勘塲組合長　
特別対談

　今年２月、100年フード・食文化ミュージアムサミットにおいて、本
市の「つけ揚げ」が 100年フードに認定されました。認定を記念し行わ
れた、中屋市長と串木野蒲鉾組合の勘塲組合長による対談の様子をお届
けします。

100 年フードに「つけ揚げ」 が
認定されました！

100年フードとは…
文化庁において、豊かな自然風土や歴史に根差した多様な食文化の継承・振興への
機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を、
100年続く食文化「100年フード」と名付け、地方自治体、団体等と
ともに継承していくことを目指す取り組みです。
※詳細は右の二次元コードから
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